
   千葉県中学校総合体育大会選手派遣事業補助金交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  市長は、スポーツの振興を図るため千葉市小中学校体育連盟（以

下「市小中体連」という。）が行う、千葉県中学校総合体育大会選手派

遣事業に要する経費について、予算の範囲内において、千葉市補助金

等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）及

びこの要綱に基づき、市小中体連に対し補助金を交付する。  

 

 （補助対象）  

第２条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

学校教育活動として開催される千葉県中学校総合体育大会（以下「県

総体」という。）への派遣事業であり、かつ、派遣される者が次の各号

に掲げる要件に該当するものとする。  

（１）千葉市立中学校に在籍する生徒であること。  

（２）県総体に代表として参加する選手であること。  

 

（補助対象経費及び補助率）  

第３条  補助金交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち

交通費とし、補助率は１０／１０以内とする。  

 

（交付の申請）  

第４条  規則第３条の規定により、補助金の交付を申請しようとすると

きは、別に市長が定める期日までに、千葉県中学校総合体育大会選手

派遣事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を

添付して、市長に提出しなければならない。  

（１）収支決算書（様式第１号別紙）  

（２）実施要項及び大会結果一覧  

（３）その他市長が必要と認めるもの  

 

 



（交付の条件）  

第５条  規則第５条の規定により附する条件は、次の各号に掲げるとお

りとする。  

（１）補助事業の内容、経費の配分又は遂行計画の変更（市長が認める

軽微な変更を除く。）をする場合は、あらかじめ市長の承認を受け

ること。  

（２）補助事業の中止又は廃止をする場合には、あらかじめ市長の承認

を受けること。  

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受ける

こと。  

（４）補助事業に関わる経費については、記帳、証拠書類の保管等、適

正を期すること。  

（５）市長が補助金に関し報告を求めた場合又は補助金の交付及び補助

事業に関わる帳簿、書類等の調査を求めた場合はこれに応ずること。 

２  前項の規定により附する条件には、当該補助事業等の完了後におい

ても従うべき事項を含むものとする。  

 

（交付決定及び額の確定）  

第６条  市長は、第４条に規定する補助金の交付申請があったときは、

その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補

助金の交付を決定するとともに、交付額の確定をするものとする。  

２  市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定し、交付額を確定

したときは、速やかに市小中体連に千葉県中学校総合体育大会選手派

遣事業補助金交付決定兼額の確定通知書（様式第２号）により通知す

るものとする。  

３  市長は、第１項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認

めたときは、速やかに市小中体連に千葉県中学校総合体育大会選手派

遣事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により通知するものと

する。  

 



 （交付の請求）  

第７条  規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付を請求しよう

とするときは、千葉県中学校総合体育大会選手派遣事業補助金交付請

求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。  

 

 （決定の取消通知）  

第８条  規則第１７条第３項において準用する規則第６条の規定による

通知は、千葉県中学校総合体育大会選手派遣事業補助金交付決定兼額

の確定取消通知書（様式第５号）によるものとする。  

 

 （返還命令）  

第９条  規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉

県中学校総合体育大会選手派遣事業補助金返還命令書（様式第６号）

によるものとする。  

 

   附  則  

１  この要綱は昭和６０年４月１日から施行する。  

２  この要綱による改正後の千葉県中学校総合体育大会選手派遣事業補

助金交付要綱は昭和６０年度分の補助金から適用し、昭和５９年度分

までの補助金については、なお従前の例による。  

   附  則  

この要綱は平成１４年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は平成１７年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は令和８年４月１日から施行する。  


